
 

 

令和７年度 

いじめ防止基本方針 
令和７年２月 改定版 

 
いじめは、子供の生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影

響を及ぼすものであり、絶対に許されない行為である。 

学校は、いじめはどの学校でもどの子供にも起こり得るとの認識の下、 

教職員が組織的に対応することが重要である。加えて、保護者、地域住民、 

関係機関等との緊密な連携により、いじめ問題に真正面から対峙し、 

これを解決に導いていく。 

（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ８ 東京都教育委員会）より 

 

 

 

大島町立第一中学校 

 



１ はじめに 
いじめは生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。学校は生徒の尊厳 

を守り、いじめに向かわせないために日ごろから生徒の様子の観察・把握に努める。生徒が安全か

つ安心して生活できるよう、学校全体で組織的にいじめ防止及び早期発見に取り組み、いじめに対

しては、絶対に許さないという決意の下、保護者、地域、関係諸機関との連携を図り適切かつ迅速

に対処する。 

ここに定める「いじめ防止基本方針」は、平成２５年６月２８日公布、平成２５年９月２８日施 

行された「いじめ防止対策推進法」の第１３条を踏まえ、本校におけるいじめ問題に対する具体的 

な方針および対策等を示すものである。 

 

２ いじめとは 
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあ

る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるもの

を含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

【いじめ防止対策推進法第１章第２条】より 

（１）いじめの定義 

  １ 行為をした者（A）も行為の対象となった者（B）も児童・生徒であること 

  ２ A と B の間に一定の人間関係があること 

  ３ A の行為が B に対して心理的または物理的な影響を与えていること 

４ 当該行為の対象となった B が心身の苦痛を感じていること 

（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ10 東京都教育委員会）より 

（２）いじめの解消の条件 

  ①いじめに係る行為が止んでいること  

※ 少なくとも３か月を目安とする 

  ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと  

   ※ 被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか 

を面談等により確認する。 

（３）いじめの防止の取組を推進する６つのポイント 

   学校は、いじめは、どの学校でもどの子供にも起こり得るとの認識の下、教職員が組織的に対 

応することが重要である。加えて、保護者、地域住民、関係機関等との緊密な連携により、いじ 

め問題に正面から対峙し、これを解決に導いていかなければならない。そのため、以下の６つの 

ポイントを念頭に、いじめ防止対策を推進していく。 

 

①軽微ないじめも見逃さない 

   ②教員一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって取り組む 

   ③相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守り通す 

   ④子供たち自身が、いじめについて考え行動できるようにする 

   ⑤保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る 

   ⑥社会全体の力を結集し、いじめに対峙する 

（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ８，９ 東京都教育委員会）より 

 

（３）いじめの防止の取組を推進する４つの段階 

   ①未然防止  ②早期発見  ③早期対応  ④重大事態への対処 

（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ14、15 東京都教育委員会）より 



３ ４段階の具体的な取組  
（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ16、17、18、19 東京都教育委員会）より 

 （１）未然防止 

ア 子供が安心して生活できる学級・学校風土の創出 

イ 教職員の意識向上と組織的対応の徹底 

ウ いじめを許さない指導の充実 

エ 子供が主体的に行動しようとする意識や態度の育成 

オ 保護者、地域、関係機関等との共通理解の形成 

 

（２）早期発見 

ア 「いじめ」の定義の正しい理解に基づく確実な認知 

イ 子供の様子から初期段階のいじめを素早く察知 

ウ 全ての教職員による子供の状況把握 

エ 子供からの訴えを確実に受け止める体制の構築 

オ 保護者、地域、関係機関等からの情報提供や通報 

 

（３）早期対応 

ア 「学校いじめ対策委員会」を核とした対応の徹底 

イ 被害の子供が感じる心身の苦痛の程度に応じた対応例 

ウ 加害の子供の行為の重大性の程度に応じた指導例 

エ 重大事態につながらないようにするための対応 

オ 所管教育委員会への報告及び所管教員委員会による支援 

  

（４）重大事態への対処 

ア 重大事態発生の判断 

イ 被害の子供の安全確保、不安解消のための支援 

ウ 加害の子供の更生に向けた指導及び支援 

エ 他の保護者、地域、関係機関との連携による問題解決 

オ いじめ防止対策推進法に基づく調査の実施と結果報告 

 

４ 「学校いじめ対策委員会」の役割 
（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・下巻ｐ74、75 東京都教育委員会）より 

（１）委員会の役割 

   ・「学校いじめ防止基本方針」の策定 

   ・「いじめアンケート」の計画、実施 

   ・児童・生徒間のトラブルに関する情報収集・共有 

   ・いじめの認知・解消に関する協議 

   ・対応方針の作成、役割分担 

   ・対応状況の確認、経過観察 

   ・いじめの未然防止の観点から、定期的な対策会議の実施 

 

（２）いじめ把握後から委員会への報告・対応の図 

  ① 子供の様子の変化への気付き・把握 

   ・日常の観察 



   ・本人・保護者・生徒からの訴え 

   ・教育相談 

   ・個人面談 

   ・生活アンケート、いじめアンケート 

   ・生活ノートや日記 

  ② 報告・連絡・相談 

   ・情報を得た教職員⇒担任、学年主任、生活指導主任⇒学校いじめ対策委員会 

  ③ 情報集約、全体像の把握、方針の決定 

   ・学校いじめ対策委員会は報告された状況について、「いじめ」の定義に基づき、「いじめ」 

の認知を行う。 

    ・「いじめ」を認知した場合、指導方針及び指導体制を決定し、職員会議等で共通理解を図 

り、指導に当たる。 

 

（３）委員会の構成メンバー 

校長、副校長、生活指導主任、学年主任、該当担任、養護教諭、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

   ※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に行う 

 

５ 学校において生じる可能性のある犯罪行為等について 
（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ64、116 東京都教育委員会）より 

（１）暴力を伴ういじめなど、犯罪行為として取り扱われるべきであると考えられる事例について 

は、所轄警察署や児童相談所（子供家庭支援センター）と適切に相談し、加害の子供に対し 

て、毅然とした態度で指導を行う。 

（２）学校で指導を行っているにもかかわらず、加害の子供の反省が見られない場合など、被害の 

子供の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると考える例については、ためら 

うことなく直ちに、所轄警察署に通報し、援助を求める。 

 （３）具体的な事例は、「いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ116」を参考にする。 

 

６ 重大事態への対処 
（いじめ総合対策【第２次・一部改定】・上巻ｐ69、70、71 東京都教育委員会）より 

（１）重大事態の定義  ※ いじめ防止対策推進法 第２８条第１項 

  一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い 

があると認められるとき。 

 

  二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ 

ている疑いがあると認めるとき。 

 

（２）重大事態発生の判断  ※ いじめの防止等のための基本的な方針 

  一 に該当する事案について 

   例えば 〇 児童生徒が自殺を企図した場合 

       〇 身体に重大な障害を負った場合 

       〇 金品等に重大な被害を被った場合 

       〇 精神性の疾患を発症した場合 など 

 



  二 に該当する事案について 

   不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目途とする。 

 

  一・二に共通すること 

   また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったとき 

は、その時点で、学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考え 

たとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。 

 

（３）重大事態発生の報告 

   重大事態の発生が確認された⇒電話等で、直ちに所轄教育委員会に報告⇒数日以内に、文書 

にて、教育委員会教育長宛てに、重大事態発生の経緯を報告する 

   ※ この時点では、いじめの有無等について確認できていなくてもよい 

 

７ インターネット上のいじめへの対処 
 （１）情報モラル教育の推進 

   ア インターネットの特殊性による危険や生徒たちが陥りやすい心理を踏まえた指導を行い、 

いじめ未然防止に取り組む 

   イ 保護者会などを通して、啓発活動を行い、保護者と緊密に連携・協力して対応を行う 

   ウ SNS 等の利用におけるトラブル防止のために、６月に「情報モラルデー」を設け、生徒に 

対して啓発を行う。 

 

 （２）関係諸機関との連携 

ア 個人で所有するスマートフォン等によるいじめ事案を把握した場合は、原則として、保護 

者に連絡し、対応を協議する。 

イ 学校、保護者だけでは解決が困難な犯罪性の高い場合は、警察などの専門機関と連携を図 

 る 

ウ 大島警察署や行政書士と連携し、セーフティ教室（５月）でインターネットの危険につい 

て指導を行う 

 

８ 地域、家庭との連携 
 （１）学校便り・学年通信の発行 

   ア 学校便り「三原の嶺」を発行し、いじめ防止基本方針の説明を地域・保護者に行い、学校 

への協力体制の強化を図る 

   イ 各学年で学年通信を定期的に発行し、必要に応じていじめについて情報等を提供し、家庭 

や地域での様子を継続して見守ってもらえるように連携強化を図る 

 （２）保護者会、民生委員懇談会、PTAの活用 

   ア 情報交流・意見交流の場を設け、一層の連携強化を図る 

 （３）行事や学校公開の呼びかけ 

   ア 学校に足を運んでいただき、学校の様子、生徒の様子を見ていただく機会を増やし、地 

域・保護者と協力、連携しやすい環境をつくる 

   イ アンケート等で、地域・保護者からの目線で意見をいただき、より良い学校づくりを目指 

    す 



 

９ 年間計画 

月 取組内容 

４ ・保護者会で「学校いじめ防止基本方針」（以下「方針」）の説明 

・学校報、ホームページ等による「方針」等の発信 

・第１回いじめ防止対策研修（いじめの定義、いじめ防止基本方針の確認） 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

スクールカ

ウンセラー

による全員

面談 

 

全教員によ

る「あのね

の会」開催 

５ ・セーフティ教室 

・第１回生活アンケート実施 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

６ ・ふれあい月間（第２回いじめ防止対策研修） 

・いじめ未然防止に向けた講話（朝礼、道徳、学活） 

・第１回いじめアンケート調査 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

・情報モラルデー 

７ ・職員会議（夏休み前までのいじめ防止対策の取組振り返り） 

・民生児童委員懇談会（いじめ防止に向けての取組について） 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

８ ・人権作文への取り組み  

９ ・ホームページ等により取組経過等の報告 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

１０ ・運動会練習における指導のポイントと注意点の確認 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

１１ ・ふれあい月間（第３回いじめ防止対策研修） 

・いじめ未然防止に向けた講話（朝礼、道徳、学活） 

・第２回いじめアンケート実施 

・人権週間 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

１２ ・いじめ防止対策委員会の定期開催 

１ ・第２回生活アンケート調査 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

２ ・第３回いじめアンケート実施 

・いじめ未然防止に向けた講話（朝礼、道徳、学活） 

・民生児童委員懇談会（いじめ防止に向けての取組について） 

・学校いじめ対策委員会の定期開催 

３ ・学校いじめ対策委員会の定期開催 

（１年間の評価・次年度に向けて修正） 

 

 


